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熊本県海区漁業調整委員会の委員候補者推薦・募集要項 

 

漁業法等の一部を改正する等の法律が改正されたことに伴い、漁業法（昭和２４

年法律第２６７号。以下、「法」という。）第１３９条第１項の規定により、次のと

おり熊本県有明海区漁業調整委員会及び天草不知火海区漁業調整委員会の委員候補

者を募集します。 

 

１ 募集する委員数 

 
漁業者・漁業 

従事者委員 
学識経験委員 中立委員 計 

熊本県有明海区

漁業調整委員会 
６人 ２人 ２人 １０人 

天草不知火海区

漁業調整委員会 
９人 ３人 ３人 １５人 

   

なお、各委員の要件は、海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し、その職

務を適切に行うことができる者で、次に掲げる各委員の要件を満たす者とします。 

（１） 漁業者・漁業従事者委員 

海区漁業調整員会が設置されている海区に沿う市町の区域内に住所又は事

業所を有する漁業者又は漁業従事者で、１年に９０日以上、漁船を使用する漁

業を営み、又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは

養殖に従事する者に限る。 

ただし、熊本県有明海区に沿う市町村のうち、福岡県と熊本県との境から熊

本県宇土市の区域に住所又は事業所を有する者であって、福岡県と熊本県との

境から熊本県宇土市に至る地先海面において、１年に９０日以上、採貝漁業を

営み、又は営む者のために当該採捕に従事する者は、当該漁業が漁船を使用し

ない場合であっても熊本県有明海区漁業調整委員会の委員の資格を有する。 

 

（２） 学識経験委員 

資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者 

 

（３） 中立委員 

海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者 

 

２ 任期 

  令和３年（２０２１年）４月１日から令和７年（２０２５年）３月３１日まで（４

年間） 

 

３ 身分 

  熊本県特別職の非常勤職員（地方公務員法第３条第３項第１号） 
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４ 報酬 

  熊本県特別職の非常勤職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例（昭和３２年

３月３０日熊本県報酬及び費用弁償条例第１４号）の規定に基づき、職務に従事

した日数に応じて、会長は、日額２５，７００円、月額２２，０００円、委員は、

日額２３，１００円、月額１８，０００円を支給します。 

 

５ 職務内容 

  法第１３５条に基づき、その設置された海区又は海域の区域内における漁業に

関する事項を処理します。具体的には、海区漁業調整委員会に出席し、次の項目

に関する事項等について処理します。 

・ 資源管理方針、漁場計画の樹立、漁業権の免許、漁業の許可、漁業調整規則

の制定改廃等について、知事からの諮問について審議し、答申を行います。 

・ 委員会指示等、自らが決定機関として、指示・認定・裁定を行います。 

 

６ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

  推薦を受ける者及び応募する者（以下、「委員候補者」という。）は、漁業に 

関する識見を有し、海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関しその職務を 

適切に行うことができる者であって、法令等により海区漁業調整委員会と兼務 

を禁止されている職にない者とします。 

ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。 

（１）年齢満１８歳未満の者  

（２）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（３）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ 

とがなくなるまでの者 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなく 

なった日から５年を経過しない者 

 

７ 推薦又は応募の方法 

  委員候補者は、団体又は個人が推薦できるほか、自ら応募することもできます。 

推薦又は応募する場合は、次の様式に必要事項を記載し、関係書類を添えて、

（３）の提出先のいずれかに郵送（簡易書留又はレターパック）するか又は、持

参してください。 

次の様式は、県庁ホームページからダウンロードできるほか、県庁水産振興課

及び（３）の提出先に示した各広域本部水産課でも配布します。 

（１）提出書類 

ア 推薦書及び申込書 

（ア）団体が推薦する場合 

団体推薦---漁業者・漁業従事者委員 ・・・ 第１号様式 

団体推薦---学識経験委員      ・・・ 第２号様式 

団体推薦---中立委員        ・・・ 第３号様式 
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（イ）個人が推薦する場合 

個人推薦---漁業者・漁業従事者委員 ・・・ 第４号様式 

個人推薦---学識経験委員      ・・・ 第５号様式 

個人推薦---中立委員        ・・・ 第６号様式 

※ 推薦に当たっては３人以上が連名し、代表者が記入する。 

（ウ）応募する場合 

応募---漁業者・漁業従事者委員   ・・・ 第７号様式 

応募---学識経験委員        ・・・ 第８号様式 

応募---中立委員          ・・・ 第９号様式 

イ 住民票（発効後３ヵ月以内のもの） 

ウ 同意書及び宣誓書 

（２）提出部数 

推薦書又は申込書、添付書類（住民票、同意書及び宣誓書） 各１部 

（３）提出先 

次の機関のいずれかに提出してください。 

熊本県農林水産部水産局水産振興課 

〒８６２－８５７０ 熊本県熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 

 電話 ０９６－３３３－２４５６（直通） 

熊本県県北広域本部農林水産部水産課 

〒８６５－００１６ 熊本県玉名市岩崎１００４－１ 

 電話 ０９６８－７４－２１５４ 

熊本県県南広域本部農林水産部水産課 

〒８６６－８５５５ 熊本県八代市西片町１６６０ 

 電話 ０９６５－３３－３６２５ 

熊本県天草広域本部農林水産部水産課 

〒８６３－００１３ 熊本県天草市今釜新町３５３０ 

 電話 ０９６９－２２－４３６４ 

（４）受付期間 

令和２年（２０２０年）９月１４日（月）から令和２年（２０２０年）１０

月１３日（火）まで（郵送の場合は、最終日の消印有効） 

なお、持参する場合の受付は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分ま

でとします。 

（５）受付方法 

郵送（簡易書留又はレターパック）又は持参 

（６）その他 

   推薦及び応募に関して提出された書類については返却しませんので、あら 

かじめご了承ください。 

（７）推薦及び募集の周知等 

   推薦及び募集については、熊本県ホームページ等を活用して周知するものと

し、その期間は、おおむね１ヶ月とします。 
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９ 推薦及び公募の状況及び情報の公表 

  法第１３９条第１項の規定に基づき、募集した委員候補者に関する情報につい

て、同条第２項及び漁業法施行規則第４５条に基づき、委員候補者の情報を整理

し、受付期間の中間及び終了後に本県ホームページで公表します。 

（１） 推薦をする者が個人である場合にあっては、その者の氏名、職業、年齢及 

び性別 

（２） 推薦をする者が法人又は団体である場合にあっては、その名称、目的、代 

表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他当該推薦をす 

る者の性格を明らかにする事項 

（３） 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び漁業 

経営の状況 

（４） 推薦を受ける者又は応募する者が、法第１３８条第５項及び第６項の漁業 

者又は漁業従事者であるか否かの別 

（５） 推薦又は応募の理由 

（６） その他知事が必要と認める事項 

（７） 推薦を受けた者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数 

（８） 応募した者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数 

 

１１ 評価方法 

（１）委員候補者の評価方法 

   熊本県海区漁業調整委員会委員候補者評価会議が、委員候補者から提出さ 

れた書類（推薦書又は申込書、住民票、同意書及び宣誓書）に基づき、委員 

候補者の評価を行います。 

（２）面接 

   評価会議は、委員候補者の評価を行うに当たって、必要と認める場合は、 

委員候補者に対して面接を行い、当該面接の結果を踏まえることができること 

とします。 

（３）その他 

評価会議設置要綱及び評価要領については、知事が別途定めます。 

 

１２ 委員の任命 

   知事は、評価会議の報告を参考に熊本県海区漁業調整委員の任命候補者を 

決定し、県議会の同意を得たうえで、熊本県有明海区漁業調整委員及び天草 

不知火海区漁業調整委員を任命し、辞令を交付します。 

 

１３ 問合せ先 

   熊本県農林水産部水産局水産振興課漁場管理班 

   住所 〒８６２－８５７０ 

熊本県熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 

   TEL ０９６－３３３－２４５６  FAX ０９６－３８２－８５１１ 


